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○愛南町条件付一般競争入札実施要綱 

平成19年４月１日 

告示第39号 

改正 平成19年９月25日告示第96号 

平成20年３月28日告示第28号 

平成22年３月19日告示第26号 

平成24年２月17日告示第18号 

平成24年３月30日告示第35号 

(趣旨) 

第１条 この告示は、愛南町が発注する建設工事について地方自治法施行令(昭和22年政令

第16号。以下「施行令」という。)第167条の５の２の規定に基づく資格を定めて一般競

争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めるも

のとする。 

(対象工事) 

第２条 条件付一般競争入札の対象とする工事は、設計金額130万円以上のものとする。た

だし、町長が認める場合は、この限りでない。 

(入札の公告等) 

第３条 町長は、前条に規定する対象工事を条件付一般競争入札に付そうとする場合におい

ては、施行令第167条の６及び愛南町契約事務規則(平成17年愛南町規則第21号)第４条の

規定により、愛南町公告式条例(平成16年愛南町条例第５号)第２条第２項に定める掲示板

への掲示及び愛南町ホームページへ掲載する方法により公告する。 

２ 前項の規定による公告は、町長が別に定める標準入札公告例によるものとする。 

(競争参加資格) 

第４条 条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件(以下「競争参加資格」と

いう。)を備えているものとする。 

(１) 愛南町建設工事請負業者選定規則(平成17年愛南町規則第23号)の規定による入札

参加資格の認定を受け、入札参加資格者名簿に登載されていること。 

(２) 愛南町建設工事等入札参加資格停止措置要綱(平成19年愛南町告示第29号)の規定

による入札参加資格停止期間中でないこと。 

(３) 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(４) 対象工事と同種の工事の実績があること。 
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(５) 対象工事に配置する予定の主任技術者、現場代理人及び監理技術者等が適正である

こと。 

(６) 銀行取引停止等の事実があり、経営及び信用が不健全であると認められる者でない

こと。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに定める要件を満たす者であること。 

(参加資格の決定) 

第５条 競争参加資格は、対象工事ごとに、庁内検討会議である愛南町入札審査会(以下「審

査会」という。)の審査を経て町長が決定するものとする。 

(競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料の提出及び受付) 

第６条 町長は、条件付一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、参加希

望者から所定の期限までに競争入札参加資格確認申請書(様式第１号。以下「申請書」と

いう。)並びに同種(類似)工事の施工実績(様式第２号)及び主任(監理)技術者等の資格・工

事経験(様式第３号)(以下これらを「資料」という。)の提出を求める。 

２ 申請書及び資料の提出は、持参し、又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関

する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による発送(以下

「郵送等」という。)をするものとする。 

３ 申請書及び資料の受付は入札担当課において行い、受付期間は契約書案、入札心得、図

面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)の閲覧を開始した日の翌日から

起算して10日間とする。 

４ 前項に定める期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに町長が競争参加資格が

ないと認める者は、当該条件付一般競争入札に参加することができない。 

５ 町長は、前各項に規定する事項に加えて、次に掲げる事項を公告において明らかにする

ものとする。 

(１) 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(２) 町長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で

使用することはできないものとすること。 

(３) 提出された申請書及び資料は返却しないこと。 

(４) 申請書及び資料に関する問い合わせ先に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

(競争参加資格の確認) 
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第７条 町長は、審査会の審査を経て、競争参加資格の有無について確認を行い、競争参加

資格の確認の結果を競争入札参加資格確認通知書(様式第４号)により、申請書の提出期限

日の翌日から起算して７日以内に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知に当たっては、競争参加資格がないと認める者に対しては、その

理由を付するとともに、競争参加資格がないと認める理由について、通知日の翌日から起

算して７日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に説明を求めることができる旨を通

知するものとする。この場合、競争参加資格がないと認める者が説明を求めない旨の書面

を提出したときは、速やかに次順位者の競争参加資格の確認を行うものとする。 

(競争参加資格がないと決定した者に対する理由の説明) 

第８条 競争参加資格がないと決定した者は、入札担当課に書面を持参することにより、町

長に対して説明を求めることができるものとする。 

２ 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、競争参加資格がないと認める理由

について説明を求めることができる最終日の翌日から起算して７日以内に、当該説明を求

めた者に対し、競争入札参加資格不適格通知書(様式第５号)により競争入札参加資格がな

いと決定した理由を回答するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合には、

前条第１項の通知を取り消し、前項の規定による回答と併せて、改めて競争参加資格のあ

る旨の通知を行うものとする。 

４ 町長は、第２項の規定による回答及び前項の規定による通知を行う場合は、審査会の審

査を経て行うものとする。 

(設計図書等の閲覧及び質疑) 

第９条 設計図書等の閲覧は、公告後速やかに開始するものとし、入札執行日の前日まで行

うものとする。 

２ 設計図書等に質疑がある場合は、質疑書により設計図書等の閲覧の受付場所への持参又

は郵送等若しくは電子メールにより、入札執行日の５日前までに質問することができる。 

３ 設計図書等に対する質疑書の提出があった場合は、その質問に対する回答書を質疑書の

提出期限日の翌日から起算して２日後までに閲覧を開始し、入札執行日の前日まで閲覧で

きるものとする。 

(現場説明会) 

第10条 町長は、必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。 

２ 現場説明会を行う場合には、第８条の競争参加資格がないと認める者に対する理由の説
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明手続が終了した日以降とし、入札執行日の７日前とする。 

(入札保証金及び契約保証金) 

第11条 入札保証金は、免除するものとする。 

２ 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額を納付するものとする。ただし、利付国

債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、公共工事履行保証証券による保証を付し、履行保証保険契約

の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

(条件付一般競争入札の執行) 

第12条 条件付一般競争入札の執行に先立ち、競争入札参加資格確認通知書の写しを入札

参加者に提出させるものとする。 

２ 条件付一般競争入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるものとし、

その旨を公告において明らかにするものとする。 

(入札の無効) 

第13条 予定価格を超える入札は、無効とする。 

２ 公告に示した条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者のした入札、入札心得及び現場説明において示した条件等入札に関する条件に

違反した入札並びに町長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、当該

確認の後、入札参加資格停止措置を受けて入札時点において入札参加資格停止期間中であ

る者等入札時点において競争参加資格のないもののした入札は無効とする旨を公告にお

いて明らかにするものとする。 

(入札結果等の公表) 

第14条 入札結果等については、次の内容を公表するものとする。 

(１) 競争入札参加資格確認申請書を提出した業者名 

(２) 競争参加資格がないと決定した業者名及びその理由 

(３) 入札者名及び各入札者の入札金額並びに施行令第167条の２の規定により随意契約

によることとした工事について契約の相手方及び契約金額 

２ 落札者の決定後できる限り早期に入札担当課において、閲覧に供する方法及び愛南町ホ

ームページに掲載する方法により公表するものとする。 

(競争参加資格の事後審査) 

第15条 第７条第１項の規定にかかわらず、競争参加資格の確認は、入札後に愛南町低入
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札価格調査制度実施要領(平成19年愛南町告示第27号)第６条に規定する落札候補者につ

いてのみ行うことができる。この場合においては、事後審査とする旨を公告において明ら

かにするものとする。 

２ 前項の規定により競争参加資格を入札後に確認する場合において、入札者が該当入札後

に競争参加資格のない者であることが確認されたときは、当該入札者による入札を無効と

し、競争入札参加資格不適格通知書(様式第６号)により該当入札者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により競争参加資格を入札後に確認する場合においては、第10条第２項

に規定する現場説明会の開催日については、別に定めるものとする。 

４ 第１項の規定により競争参加資格を入札後に確認する場合においては、第12条第１項

の規定による競争入札参加資格確認通知書の写しの提出は、不要とする。 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則(平成19年９月25日告示第96号) 

この告示は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則(平成20年３月28日告示第28号)抄 

(施行期日) 

１ この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則(平成22年３月19日告示第26号) 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年２月17日告示第18号) 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則(平成24年３月30日告示第35号) 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 
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様式第１号(第６条関係) 

様式第２号(第６条関係) 

様式第３号(第６条関係) 

様式第４号(第７条、第12条関係) 

様式第５号(第８条関係) 

様式第６号(第15条関係) 

 


